別記様式１－２〈別添〉（第6条第1項関係）

森林経営計画認定プログラム（入力専用）使用許諾条件

　森林経営計画認定プログラム（入力専用）（以下「本プログラム」という）の提供を受けた申請者が本プログラムを使用するに当たっては、以下の使用許諾条件（以下「本条件」という。）に同意していただく必要があります。本プログラムのインストール前に必ずお読みください。
　本プログラムをコンピューターにインストールし、使用を開始した場合は、本条件について同意されたものと見なします。

１．使用許諾条件
　(1)　北海道は、本プログラムの著作権又は使用を許諾する権利を有します。
　(2)　本プログラムの使用許諾料は無償とします。
(3)　本プログラムに係る使用許諾の効力は、提供を受けた申請者が本プログラムをインストールした時に開始し、使用をやめ、コンピューターから消去又は削除したときに終了するものとします。
(4)　本プログラムの使用をやめ、コンピューターから消去又は削除したときは、本プログラムを北海道へ返却するものとします。
　(5)　本プログラムの使用は、上記の条件に従って使用できるものであり、以下「２．禁止事項」に該当する行為を禁じ、また「３．免責・その他」を遵守するものとします。

２．禁止事項
　(1)　本プログラムを森林経営計画書の作成以外の用途に使用すること。
　(2)　本プログラムを第三者に譲渡、リース又は貸与すること。
　(3)　本プログラムの全部又は一部を改変し又は他のプログラムへの組込みをすること。

３．免責・その他
(1)　北海道は本プログラムに関して如何なる保証も行わないものとします。
(2)　本プログラムを使用した場合に発生した如何なる障害及び事故等についても、北海道は一切の責任を負わないものとします。
(3)　北海道から本プログラムの内容を変更（バージョンアップ等）する旨の指示があったときは、これを拒めないものとします。




